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■「市町村こども計画」の策定（法第10条）

都道府県は、国の大綱を勘案して都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は国の大綱
と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せ
られている。
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